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＜メリット＞

一人、もしくは兼務であ
る償却資産担当者が、独
自の判断で作成していな
いこと。

毎年、市町村相互の議論
の場があること。

担当者が数年で異動して
しまう人事体制などの市
町村の抱える脆弱性を補
えること。

もし予算等の諸事情で、
合同での作成が難しいな
ら、編集会議を実施する
ことを恒例化するのもい
い。
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課税標準等の特例に関する
申告書 [PDFファイル／71KB]

課税標準等の特例に関する
申告書 [Excelファイル／
15KB]
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